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本誌において個人名による掲載文のうち意見

にわたる部分は、筆者の個人見解である。



最近、農協のあり方に関する議論に触れることが少なくない。これらの中には、耳を傾けるべ

きものもあるが、一方では、農協が果たす役割に目をつぶり、農協解体を声高に叫ぶだけの意見

も少なくない。こうした意見に対しては、しっかりと具体的な反論をしていく必要がある。

さまざまな農協論が出てくる背景には、農協が発足して60年近くが経過する中で、農協および

その環境が大きく変化したことがある。農協の正組合員は高齢化と減少が続いているし、農協発

足時には比較的均一であった組合員の姿も、現在では極めて多様になった。農業の課題も、自作

農の維持と食料の確保から、担い手の確保と自給率の向上、構造改革へと変化した。

このような大きな変化は、農協のあり方についての根本的な見直しをも促すものであり、実際

にも、将来の農協のあり方について、抜本的な提言も行われるようになった。たとえば、統一的

な協同組合法制を整備すべしというような提案である。このような、将来の「あるべき論」から

の提言には、今後の農協の進むべき方向を考える上で示唆に富むものも多く、より深い研究と実

行可能性の検討が求められよう。しかし、ここで敢えて強調したいのは、それと同時に、農協の

現実から出発する足元からの農協論も欠かせないということである。

それは、農協の組織や運営のあり方について、まだまだ徹底した検証と改善への取組みが必要

であるからである。大規模合併が進められてきたが、合併の効果を最大限に発揮し、その弊害を

最小限に止めるための組織・機構・運営方法の見直しがさらに必要ではないか。また、農協の組

織運営のあり方についても、行政代行的・統制的な色彩が強い時代の運営から、自由な市場経済

に委ねられる時代に合った運営への転換が、まだまだ遅れているのではないか。そして、これら

を貫く共通する問題として、農協の協同組合としての強みを生かすための事業・組織の見直しが

さらに必要なのではないか。これらを建前論で終わらせることなく、最新の組織理論も援用しつ

つ、具体的に取り組むことが求められているのではないか。

筆者は最近、九州の農業者が中心となって集まるシンポジウムに出席する機会があった。参加

者の多くは元気のあるリーダー的な存在で、農協に対する大変厳しい意見も多く出された。しか

し、印象的だったのはそのことよりも、農協を全否定する意見が少なかったということである。

彼らの多くは、農協に対する深い批判意見を持ち、また「農協だから全利用」といった考え方に

は激しく反発するが、農外からの農協全面否定論とは異なり、わが国の農業・農村における農協

の役割に理解を示し、よい方向に変ってほしいと願っているのだと思う。

農協をめぐる現状は「終りの始まり」である、というような受け止め方は、農協の内部からも

聞かれつつあるのが現実であるが、悲観的に考えてはならないであろう。農協を担う主体である

組合員の声をもっともっと伝え合い、生かしながら、農協をよくする取組みを進める必要がある。

そのための、足元からの実践的な農協改革論議が求められている。

（基礎研究部長　石田信隆）
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足元からの農協改革論議を



１　問われる農協の販売事業

日本農業の総産出額の低下に伴い、農協の

販売取扱高も明らかな減少傾向を示している。

同時に組合員の農協共販離れが指摘されて久

しい。統計的には、農協の販売取扱高の減少

率が、農業総産出額のそれよりも高いことか

ら明確ではあるが、かつて食管制度に守られ、

きわめて高い農協共販率を有していた米にお

いて、農協を通さない販売が多くなってきた

点が、統計的な共販率低下に大きく影響して

いると見られる。とはいえ、大規模農家や農

業生産法人の動向、食品産業による農業分野

への進出などがクローズアップされる中で、

農産物全般的に農協共販からの組合員離れが

進んでいるかの印象は強くなっているが、こ

こでは立ち入れないが詳細な分析は必要であ

ろう。

ともあれ、そうした状況を背景に、農協の

販売事業への批判が様々な方面から展開され

ている。今日、系統農協内で盛んに提唱され

ている経済事業改革の契機となった農水省や

政府の各種委員会の提言の数々においては、

農協の販売事業が消費者の需要と組合員ニー

ズの双方に応えていない点が指摘されてきた。

農産物の価格低迷の要因は、農協の販売努力

不足にあるとまで言うがごとき内容であり、

政策の責任を転嫁しているのではと考えたく

なる。また、食品産業界からの批判は、実需

者のニーズにあった農産物供給体制の不備を

示唆している。加工原料や高品質農産物など、

実需者の何らかの差別化商品を求めるニーズ

の中身により農協共販への批判内容も異なる

が、農協が地域内の農産物を同様に取り扱う

ことで意欲のある組合員のやる気を阻害して

いる点をつき、個別やグループ単位での契約

の方向を画策している。さらに系統農協内部

においても、現在の農協共販では、平等とい

う名の不公平感が組合員の中にはあるという

指摘がみられ、格差をつけた販売形態が当然

であるかの意見もみられ始めている。

確かに農協の販売事業は、系統依存や卸売

市場への無条件委託販売が主流であり、販売

事業と言うより集分荷事業に近い状態であっ

た点は否めない。しかし、これまでの農協の

販売事業の役割を全否定的に見て、共同販売

という事業形態、さらには協同組合であるこ

とそのものが時代に合わない形態であるとま

で示唆する論調に至っては、意図的な協同組

合敵視政策が背景にあるのではと考えざるを

得ない。

２　差別化販売戦略と共同販売の両立

農協側も販売事業を軽視しているわけでは

なく、その変革を怠っているわけでもない。

実際には注目されている事例が多く見られる。

そうした農協では、実需者の差別化商品に対

応した販売や直売所の開設などが注目され、

戦術として農協の販売事業展開が重要である

かの印象を与えるが、ポイントは組合員とど

ういった協力関係で販売事業を行っているか

である。そこでは、従来の共販組織である作

物別の部会体制がベースにあり、販売事業の
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みならず農協の全般的な事業展開への組合員

と農協の信頼関係がある。

部会体制については特に重要である。実需

者からの要望の多くは、差別化された農産物

のみの供給であり、地域の農産物を全て請け

負うことではない。ある品目の中でも一部の

規格・等級を必要としている。その要望に応

じて、同一の品目を生産する組合員を細分化

すると部会は分裂することになる。それは、

極端に考えると産地の分裂になりかねないこ

とであり、地域農業の崩壊にもつながる危険

性を有している。そのため産地を取りまとめ

る農協は、部会組織を細分化させることを極

力避けている。しかし、規格選別などを徹底

することにより差別化商品への対応は可能で

ある。具体的には、共選所などにおける選果・

分荷およびパッケージ機能であり、差別化商

品の販売で得たメリットの組合員還元のあり

方であろう。これは、農協の販売テクニック

という表面的な対応では決してなく、地域内

の組合員が協力してお互いに技術を研鑚し、

より高品質な農産物を皆が生産できるように

する農協の産地形成への取り組みが基礎にあ

る。高齢などによる労力面の限界から規格品

への出荷が難しいケースは、直売所などへの

出荷の道を提供することも必要であろうが、

ベースには農協の共同販売への結集がある。

そういった点で、農協の差別化商品への対

応を行う販売戦略と従来の共販組織でもある

地域の組合員が多数参加できる地域網羅的な

販売体制は両立できると考えられる。今日み

られる農協の販売事業への批判をそのまま受

けとめ、実需者からの要望に無条件に応える

と、そうした協同の取り組みを崩壊させかね

ないと危惧してしまう。

３　協同組合の強みを生かした販売事業

実需者の完全な下部組織であっても価格面

でのメリットがあれば良いという風潮も今日

では強くなっている。ここまで農産物の価格

が低位に固定されている状態からは無理から

ぬ考えでもある。しかし、そうした販売対応

のみで、地域農業の全般的発展の方向性を見

いだすことは可能であろうか。

もちろん実需者ニーズを的確に把握するこ

とは重要なことである。組合員に対しても、

売り先があることを示してからではないと、

作目振興に説得力が伴わないのも事実である。

ただし農協は、情報を組合員に提供するのみ

ではなく、なるべく多くの組合員の参加を可

能にして産地化を図ることが常に問われる。

それは、農協の販売事業が、言うまでもなく

地域農業をベースに展開しているからである。

自らの事業基盤を壊すことは許されないこと

であり、実需者の製造工場ではないのである。

だからこそ農協は、地域農業の実態に即した

多くの農産物を取り扱っているのであり、多

様な組合員をどういった形で結集できるかを

模索し、事業面でも様々サポート機能を有し

てきたのである。また、その地域と組合員を

基盤にしていることが、実需者に対して農産

物の特徴を正確に伝えることができるという

強みを有している。

それを農協側のエゴとしてのみの主張で終

わらせてはならない。求められているのは、

そうした農協の協同の取り組みを基盤とした

販売事業が、地域農業を発展させることであ

り、消費者への食料供給と国土の自然景観の

保持にも役立つ社会的に意義あるきわめて重

要な運動であることを、人々に正しく伝え理

解してもらうことではないかと考えられる。
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１　はじめに

近年、わたしたち日本人の「食」はライフ

スタイルの変化に伴い孤食化、外部化、簡便

化、欧米化が進み、食生活の乱れが問題にな

っている。政府はこれを国民全体の問題とし

て位置づけ、2005年７月に食育基本法が施行

され、さらにこの基本法に基づき、今後５年

間の行動指針として数値目標を掲げた食育推

進基本計画が06年３月31日に決定された。

健全な食生活はこれからの時代を担う子ど

もたちの心と身体を作るものである。食育は

すべての国民にとって必要であるが、食習慣

の基礎は幼少時に形成されると言われており、

大人になってから改善するのは困難であるこ

とから、子どもの時期から食教育を受け、正

しい食習慣を身に付けることは、生涯にわた

って健全な心と身体を維持し、豊かな人間性

を育んでいくために重要である。

本調査は、農林中央金庫が対象者を替えて

03年度から実施しているものであり、05年度

は高校生を対象に実施され、当総合研究所も

調査の実施に協力した。子ども達の食生活の

問題点について調査し、食に関する意識と実

態を探り、今後の食教育に役立てることを目

的としたものである。本稿では、アンケート

調査の一部を紹介し、現代高校生の食生活の

問題点について考えてみたい。

２　調査方法

①調査対象

首都圏（東京都の中心部から20km～

50kmのドーナツ圏）に居住する男女高

校生合計400名

②抽出方法

調査地点を無作為に抽出し、地点内に

居住する高校生を調査対象とするエリア

サンプリング法

③調査期間

2005年12月１日～12日

④対象者の構成は以下のとおり。

３　調査結果が示す食をめぐる問題

（１）朝食欠食

日本人の朝食欠食は、若い世代を中心に

年々増加傾向にある。高校生の実態はどうな

っているのだろうか。

家で朝食を食べる回数は、 7割近く

（68.8％）が毎日食べているが、約３割強は

食べない日がある。以下、週に「５～６回」

（15.0％）、「３～４回」（7.3％）、「１～２回」

（5.5％）で、「食べない」も3.5％みられる。

現代高校生の食生活
―アンケート調査に見るその特徴―
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400�
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平均で週に6.0回となっている。

男女の差はあまりなく、学年別では「毎日

食べる」割合は高校１年生が77.0％と最も多

く、高校２年生が61.5％と最も低くなってい

る（第１図）。

小中学生を対象にした前回調査と比較する

と、小中学生は「毎日食べる」割合が83.8％

であり、今回の高校生の結果（68.8％）は15

ポイント低い。

また、「朝食を食べない」理由は、「起きる

のが遅い」（67.2％）が一番多く、以下「食

欲がない」（42.4％）、「外で食べる」（11.2％）、

「太りたくない」（8.8％）、「朝ご飯が用意さ

れていない」（8.0％）となっている。

男女別にみると、男子では「起きるのが遅

い」（78.0％）が圧倒的に多く、女子では「食

欲がない」（60.6％）が最も多くなっている。

また、「太りたくない」（13.6％）も男子より

10.2ポイント高くなっている。

一緒に朝食を食べる人は、「母親」（47.4％）、

「きょうだい」（43.3％）が多く、次いで「父

親」（29.5％）で、「ひとりで」も37.8％と４

割近くになっている。

男女別にみると、女子では「ひとりで」食

べる割合が40.7％と４割超で、男子の34.9％

を5.8ポイント上回っている。また、夕食に

ついても３割弱の27.3％がひとりで食べてい

ると答えており、朝・夕食共に孤食化傾向が

見られる。

普段、朝ご飯に食べているものは、「パン」

（67.1％）の方が「ごはん」（51.0％）より多

く、以下、「卵料理」（55.2％）、「牛乳・ヨー

グルト」（49.5％）、「ハム・ベーコン」（42.2％）、

「味噌汁」（37 . 3％）、「コーヒー・紅茶」

（26.2％）、「納豆」（23.1％）と続く（複数回

答）。朝食は洋食傾向といえる。

男女別にみると、男子は「ごはん」「味噌

汁」の割合が女子よりも10ポイント近く高く、

女子は「パン」の割合が男子より高く、女子

の方がより洋食志向といえる。

厚生労働省の「国民健康・栄養調査」によ

ると、朝食の欠食率は20歳代が最も高いが、

小中学生から徐々に朝食の欠食傾向が進んで

いることが窺える。

朝食の欠食により、脳への栄養供給ができ

ず午前の授業の集中力低下や、１回の食事量

が多くなり肥満等の生活習慣病などの問題が

指摘されており、子どもの頃から朝食摂取の

習慣づけが必要であろう。また、小麦より米

の方が脳の唯一のエネルギー源であるぶどう

糖をより多く含み、消化速度が緩やかで脳へ

の栄養供給も持続的に行われることから、朝

食はごはん食が理想的であろう。

（２）食の外部化

農林水産省の試算によると、食の外部化率

（食料消費支出に占める中食・外食の割合）

性
別�

学
年�

第１図　家で週に何回くらい「朝ご飯」を�
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毎日� 5・6回� 3・4回� 1・2回�食べない�

67.7 16.9 6.2 7.7 1.5

61.5 17.0 8.1 6.7 6.7

77.0 11.1 7.4 2.2

67.7 13.5 10.5 6.0 3.0

70.5 16.5 4.0 5.0 4.0

68.8 15.0 7.3 5.5 3.5

0％� 20％� 40％� 60％� 80％� 100％�

平均�

6.0回�

6.1回�

5.9回�

6.3回�

5.6回�

6.0回�

全　　体�
〈N＝400〉�

男　子�
〈n＝200〉�

女　子�
〈n＝200〉�

高校1年生�
〈n＝135〉�

高校2年生�
〈n＝135〉�

高校3年生�
〈n＝130〉�

2.2



調査と情報　2006. 56

は年々増加し、03年は44％になっており、

近年、食の外部化、簡便化がますます進んで

いる。

ａ　昼食

学校での昼食は「弁当を親に作ってもらう」

（65.5％）が一番多く、以下「学校の売店で

買う」（40.5％）、「コンビニなど校外の店で買

う」（29.0％）、「学校の食堂、カフェテリアな

どを利用する」（24.8％）となっている。

男女別にみると、女子では「学校の売店で

買う」（36.0％）が男子より９ポイント低い

ほか、男子にはない「弁当を自分で作る」が

１割弱（8.5％）みられる。

学年別では、「弁当を親につくってもらう」

が学年が上がるほど少なくなり、「コンビニな

ど校外の店で買う」や「学校の食堂、カフェ

テリアなどを利用する」が増えている。

昼食時に食べるものは、「ごはんとおかず」

（67.9％）が一番多く、以下「パン」（42.6％）、

「おにぎり」（32 . 6％）、「サンドイッチ」

（27.8％）、「カレーライス」（17.8％）、「カッ

プラーメン・スープ」（17.5％）、「うどん・そ

ば」（17.3％）、「ハンバーガー」（12.3％）、「ど

んぶり物」（12.0％）の順となっている。

男女別に比較すると、男子は「おにぎり」

「カレーライス」「カップラーメン・スープ」

「うどん・そば」「どんぶり物」などが女子よ

り多く、女子は「サンドイッチ」「パスタ」の

割合が男子より多くなっている。男子はボリ

ューム志向、女子は昼食についても洋食傾向

といえる。

学年別では、学年が上がるほど「ごはんと

おかず」の割合が低くなり、「パン」「おにぎ

り」「サンドイッチ」「うどん・そば」「どんぶ

り物」の割合が増加してお

り、外食傾向が高まってい

るといえる（第２図）。

ｂ　夕食

家の夕ごはんに「買った

おかず」など手作り以外の

ものが週に何回くらい出る

か聞いたところ、「わからな

い」（22.0％）が２割強を占

めるが、「出ない」（17.3％）

という回答は比較的少数で、

「１・２回」が41.0％、「３・

４回」が14.3％など“出る”

ことがあるという回答が6割

を占める。便利さゆえか、

週に何度かは利用する家庭

が多く、平均は週に「1.9回」

である。
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中食や外食の利用は頻度が多くなると脂質

や塩分の摂取過多に陥りやすく、将来的には

生活習慣病にもつながってくるため、ほどほ

どの利用にとどめることが望ましい。

（３）野菜摂取不足

家の夕ごはんによく出てくる料理・食品と

して、最も多いのが「シチュー・カレー」

（65.0％）であり、以下「野菜などの炒め物」

（58.5％）、「チキンなどの揚げ物」（57.3％）、

「焼肉・ステーキ」（57 . 0％）、「焼き魚」

（50.5％）、「ギョウザ・シュウマイ」（48.0％）

と肉類の割合が高く、「野菜・魚などの煮物」

（44 .5％）、「味噌汁」（40 .0％）、「刺身」

（36.0％）、「なべ物」（35.8％）、「おひたし」

（15.0％）などの和食系は低めで、ボリュー

ムのある洋食傾向といえる。

男女別にみると、男子では「チキンなどの

揚げ物」（男子65.5％、女子49.0％）、「焼き

肉・ステーキ」（同68.5％、45.5％）などが高

く、女子では「野菜などの炒め物」（同

47.5％、69.5％）、「野菜・魚などの煮物」（同

36.5％、52.5％）、「サラダ」（同41.5％、51.5％）

など“野菜”を多くあげており、性別により

夕食の献立はかなり異なっている（第３図）。

家の夕ごはんで好きな料理・おかずを自由

回答であげてもらったところ、「カレーライ

ス」（75件）が最も多く、以下、「シチュー」

（42件）、「からあげ」（42件）、「焼き肉」（40

件）、「ギョウザ」（35件）、「ハンバーグ」（34

件）、「パスタ・スパゲティ」（31件）などの

順となっている（第１表）。

調査と情報　2006. 5 7

性
別�

0.1�

2.0

13.5�

16.5

14.5�

18.5

14.0�

21.0

36.5�

35.0

34.0�

38.0

37.5�

42.5

36.5�

52.5

41.5�

51.5

47.5�

48.5

47.5�

53.5

68.5�

45.5

65.5�

49.0

47.5�

69.5

61.0�

69.0

男子〈n＝200〉�

女子〈n＝200〉�

第３図　家の夕ごはんによく出てくる料理・食品（複数回答）�

70�

60�

50�

40�

30�

20�

10�

0

65.0

カ
レ
ー�

シ
チ
ュ
ー
・�

58.5 57.3 57.0

50.5
48.0 46.5 44.5

40.0
36.0 35.8

17.5 16.5 15.0

1.5

炒
め
物�

野
菜
な
ど
の�

揚
げ
物�

チ
キ
ン
な
ど
の�

ス
テ
ー
キ�

焼
き
肉
・�

焼
き
魚�

シ
ュ
ウ
マ
イ�

ギ
ョ
ウ
ザ
・�

サ
ラ
ダ�

の
煮
物�

野
菜
・
魚
な
ど�

味
噌
汁�

刺
身�

な
べ
物�

パ
ス
タ�

う
ど
ん
・
そ
ば�

お
ひ
た
し�

そ
の
他�

（％）�

〈N＝400〉�

第１表　家の夕ごはんで好きな料理・おかず�
（自由回答：ベスト10）�

順位� 件数�男子�女子�

カレーライス�

シチュー�

からあげ�

焼き肉�

ギョウザ�

ハンバーグ�

パスタ・スパゲティ�

ステーキ�

刺身�

肉じゃが�

すき焼き�

75�

42�

42�

40�

35�

34�

31�

19�

17�

16�

16

48�

13�

22�

30�

14�

17�

8�

16�

9�

6�

8

27�

29�

20�

10�

21�

17�

23�

3�

8�

10�

8

1�

�
2�

4�

5�

6�

7�

8�

9�

10



また、嫌いな食べ物を自由回答であげても

らったところ、「ピーマン」（40件）が最も多

く、以下「魚」（31件）、「セロリ」（23件）、

「野菜全般」（21件）、「納豆」（17件）、「レ

バー」（17件）、「にんじん」（15件）、「牡蠣」

（15件）などの順となっている（第２表）。

好きな食べ物は、洋食傾向で肉類や揚げ物

など、高脂肪のメニューが目立ち、嫌いな食

べ物は10品目中６品目に野菜が出現してい

る。また、魚嫌いも指摘できる。これらのこ

とから、野菜摂取不足と高脂肪食品摂取傾向

による生活習慣病の増加が危惧される。近年、

日本人に増加している生活習慣病の予防のた

めには正しい食生活に加えて、適度な運動の

習慣づけが必要であろう。

（４）家庭でのしつけ

食育の目的は、個々人が自ら食に興味を持

つところから始まる。その動機づけのひとつ

が自ら料理することだろう。そこで、次のよ

うな質問を行った。

家でどの程度食事の支度をしたり手伝った

りしているかをみると、ほぼ４割（39.5％）

が「全く行わない」と答えている。何らかの

手伝いを“行う”は６割（60.5％）で、その

頻度は「週に２～３回」（21.3％）、「週に１回

未満」（14.3％）、「週に１回くらい」（12.0％）

で平均は週に「1.5回」である。

男女別では大きく異なり、女子は手伝いを

“行う”が８割強（83.0％）に対し、男子で

は４割弱（38.0％）である（第４図）。

高校生の親の年齢は大体40歳代が中心に

なると思うが、そのような若い親の世代にも

ジェンダー思想が強くあるのだろう。食に興

味をもたせる一つの手段として、家庭で男女

の区別なく料理を教えることが有効である。

高校卒業後、親元から独立する子どももいる。

一人暮らしになって、偏った食生活で健康を

害さないためにも、食材の買い物から料理を

作る一連の作業ができるように導いていくこ

とが求められる。また、今は男だから仕事、

女だから家庭という時代ではない。女性も男

性と同じ教育を受け、結婚しても仕事を続け

る女性がますます増えてくる。女性だけに育

児と家事をまかせている今の現状が改善され

なければ、女性が結婚することや子どもを持

つことに躊躇し、ますます少子化が進行する
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と思われる。

（５）父親の与える影響

父親は、食べ物や食事についてどんなこと

をしているかの設問では、一番多かったのが

「何もしない」（45.1％）で、半数近くの父親

が何も行っていないという結果が出た。残り

の半数強（54.9％）が“何らかをしている”。

その内容として、「料理を作る」（26.2％）、「食

品の買い物」（24.1％）、「食事後の食器を運ぶ」

（16.6％）、「なべ物やプレート料理の係り」

（15.0％）、「食器を洗う」（13.7％）、「食器を

ならべる、料理を運ぶ」（11.9％）等である

（第５図）。

父親が食べ物や食事に関して行っているこ

との回答数にしたがって、父親の＜参加度＞

を「高い」＝３個以上、「ふつう」＝１～２個、

「低い」＝０個に分類してみたところ、「高い」

（17 .1％）、「ふつう」（37 .8％）、「低い」

（45.1％）となった。この分類で、家で子ど

もが食事の支度をしたり手伝ったりする程度

とのクロス集計を行ったところ、父親の参加

度が「高い」または「ふつう」に比べ、「低い」

では子ども自身が手伝うことも少なくなって

いた。父親の家事に対する態度が、子どもに

も大きな影響を与えているといえる。

（６）食に関する意識

近年、食品の安全性について、消費者の関

心が高まっているが、高校生の意識はどうだ

ろうか。

「食の安全」について「とても関心がある」

が１割強（13 . 8％）、「まあ関心がある」

（38.8％）を合わせて半数強（52.5％）が“関

心がある”派である。「あまり関心がない」

（35.3％）、「まったく関心がない」（6.5％）を

合わせた“関心がない”派は４割ほど

（41.8％）で、“関心がある”方が多数派にな

っているものの、男女別にみると大きく異な

り、男子は 「関心がない」派が53.0％と過

半数を占めているのに対し、女子では、「関心

がある」派が67.0％である。これは前項で紹

介した「食事の支度に関する手伝い」ともリ

ンクし、普段、家庭での手伝い（料理）を行

っている女子の方が食の安全にも高い関心を

示していることがわかる。

現在、日本の食料自給率はどれくらいだと

思うかの問いでは、正解の「40％」と答えた

人は１割強（13.8％）にとどまり、「30％」

が35.5％、「20％」が19.0％と、もっと少な

いと考えている人が多くなっている。また、

「わからない」（14.0％）という人もみられ、

高校生の認識はかなり不正確である（第６図）。

我が国の食料自給率は主要先進国の中で最

低レベルであり、食料の供給を海外に依存す

る不安定な現状を理解し、私たちが自らの意
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志で安全で輸送コストのかかっていない国産

の食料を選択することが求められている。

一方で、飽食の現代、食べ残しや賞味期限

切れなどによる食品の廃棄が増加している。

国民１人当たりの供給熱量は約2,600kcalに

対し、摂取熱量は約1,900kcalでその差（食

品のロス）は約700kcalで、年々拡大傾向に

ある。このロスのうち、一般家庭から発生す

る分が55％である。世界で飢餓に苦しむ約８

億４千万人の人々に思いを馳せ、ケニアのマ

ータイ環境副大臣によって脚光を浴びた「も

ったいない」という精神を思い起こす必要が

ある。

４　おわりに

現代高校生の食生活を探る本アンケート調

査により、現在日本が抱える食の問題が浮き

彫りになり、新ためて食育の必要性が明らか

になったといえよう。

わたしたち個々人が「食」について意識を

高め、自らの判断で健康的で安全な「食」を

摂取するためには、農業体験から食材の調達、

調理までの一連の作業を自ら行う経験を通し

て自立した食生活が送れるよう導くことが重

要である。そのためには学校での調理実習だ

けでは限界があり、普段から家庭での手伝い

を通して料理に親しむことが求められる。

現在若年層を中心に増加している欧米型食

生活は、脂肪摂取に慣れた遺伝子を持つ白人

に適しているといわれ、米食を中心とし地場

の旬の野菜と大豆、魚など多様な食品を取り

入れた日本型食生活は日本の気候風土と合致

し、日本人の遺伝子に適したものである。食

に関する正しい知識が身に付いていれば、安

全な国産食材や地場の野菜を選択するように

なり、自ら料理することにより、好き嫌いの

克服にもつながる。このような消費者の行動

が、生産者や外食・中食産業への刺激にもな

るだろう。また、料理は脳の活性化にも役立

つのである。

子どもたちにとって「食」は心身の成長と

人格形成に大きな影響を及ぼすものである。

現在世界一の健康寿命を維持し、生涯にわた

って豊かな人生を送るためにも、若年期から

食に関する正しい知識を身につけ、自ら料理

する習慣をつけることにより自立した食生活

を送れるよう家庭や学校などで教育していく

ことが必要であろう。

（プラウツ京美）

本アンケート結果の詳細は、農林中央金庫の

ホームページ（http://www.nochubank.or.jp）

に掲載されている。
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ジ（http://www.e-shokuiku.com）
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１　エビはどこから来ているか？

エビは円高・バブル期における我が国の食

料輸入パターンを映す典型的な商品であった。

85年には18.3万トンだった冷凍エビ輸入

量は、80年代後半に急増し94年に30.3万ト

ンのピークを記録した。しかし、バブル崩壊

後は長期の消費不況、企業交際費の削減、円

高傾向の反転等から大きく落ち込み、98年以

降は23～24万トンのレンジで推移している

（第１図）。

一般に、エビの消費量は所得と強い相関が

あるが、足下の景気回復過程でも輸入量は伸

びていない。おそらくバブル崩壊後の人口動

態、経済社会変化の中で、特に高所得者、高

齢者層が消費の多様化、質重視を強めたこと

が、冷凍エビの「高級感」の希薄化と需要減

に相当影響したとみて間違いないだろう。

他方で、食の外部化・簡便化の傾向を反映

して、加工製品であるエビ調整品の輸入量は

年々過去最高を更新しており（第１表）、冷凍

エビの輸入量低迷は調整品へのシフトを一部

含んだ動きでもある。

日本のエビ消費は家庭での直接消費よりも

業務用、加工品利用が多く、近年ではフライ

用パン粉付け製品、てんぷら用尾付きむきエ

ビ、寿司ネタ等の加工品の輸入は大きく伸び

ている。

こうした調整品の輸入増傾向はあるものの、

全体とすれば飽和感が強い日本の輸入エビ市

場に対して、輸出国側ではどのような変化が

起きたのだろうか。

80年代後半以降、日本のエビ輸入が急増し

た時代は、インド、インドネシア、タイから

の供給が中心を占めていた。ところが、近年

こうした諸国の輸入シェアが低下し、替わっ

てベトナム、中国産のシェアが第１図にみる

ように一貫して上昇している。特に、ベトナ

ムからの輸入の伸びは顕著で、04年にインド

ネシアを抜き首位となっている。

ベトナム産の日本への浸透は冷凍エビだ

けでなく、従来はタイが圧倒的に強かったエ

ビ調整品においても、現在は中国とほぼ並ぶ

２割程度のシェアを獲得している（第１表）。

ベトナムの対日輸出における水産物の比

重は大きく、05年で冷凍エビ（496億円）が

品目第２位、エビ調整品（108億円）第７位、

いか（55億円）第12位、軟体動物等調整品

（41億円）第14位など、主要な対日水産物

日本のエビ輸入
―最大の対日輸出国ベトナムの台頭とその背景―
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輸出国としての地位を占めている。

２　中国、ベトナムでのエビ生産の急伸

日本でベトナム、中国からのエビ輸入が急

増する背景には、両国において近年先進国の

高い安全・衛生規準を満たすエビの供給力や

加工力が上昇したことが根底にある。

まずFAOデータで、アジアの主要エビ生

産国の状況をみておくと、中国、ベトナムで

はここ４、５年タームで劇的に生産量が拡大

したことが分かる（第２図）。実際の生産量

（2003年）は中国が195万トンと、第２位

以下のインド52万トン、インドネシア46万

トン、タイ38万トン、ベトナム31万トンを

圧倒し世界一の座にある。また、以上のアジ

ア5ヶ国で全世界の68％のエビ生産量を占め、

上位国の生産集中度は年々上昇する傾向に

ある。

ただし、中国のエビ増産は拡大する国内市

場向けにまず進展し、中国が本格的なエビ輸

出国として登場するのは、WTO加盟を経た

02年以降のことである。03年の中国の冷凍エ

ビ輸出量（含む生鮮、チルド）は10万トンで、

順位ではインドの16万トン、ベトナム12.5

万トン、インドネシア12万トン、タイ12万

トンに次ぐ５位である。

中国と比較するとベトナムのエビ生産は、

本来的に輸出指向で行われてきた。ベトナム

で輸出向けエビ養殖が開始されるのは90年

代に入ってからで、南部メコンデルタの膨大

な汽水地帯を利用した生産が急速に広がった。

特に、2001年に米国との間で米越通商協定が

発効し、ベトナム製品への関税が大幅に削減

されると、エビ生産は大きな刺激を受けた。

ベトナムのエビ生産のほとんどが養殖であ

り、品種ではブラックタイガー（BT）にほ

ぼ特化している。これに対して、中国では養

殖が急拡大しているものの（03年で39万トン）、

依然として内水面、海面漁獲が過半を占めて

いる。

また、中国での養殖はバナメイ種（Penaeus

vannamei）が中心になっている。バナメイ

はホワイト・シュリンプとも呼ばれるように

色が白っぽく、サイズもBTに比べやや小さ

く、ボイルむきエビ、フライ、寿司ネタなど

主に加工用として利用されている。

バナメイはもともと中・南米地域で多く養

殖されていたが、ここ５年位の間に東南アジ

ア（タイ、インドネシア）や中国等で養殖量

が急速に拡大したことで、既に数量的にはバ

ナメイが世界のエビ生産の主流になっている。

バナメイは、淡水での高密度の集約養殖が可

能なため（病気にかかりにくい）、同じ容積

の養殖池でBTの２～３倍近い量が獲れ、か

つ成長が早いことからBTに比べると約２割

程度価格が低いとされる。

今のところ日本の冷凍エビ輸入は依然BT

が主体であるが、東南アジアや中国からのバ

ナメイ輸入も伸びており、また調整品の輸入

が大幅に増加していることもあり、今後供給

力をつけた中国産等のバナメイとベトナム産

BTとの競合性が強まる可能性がある。0

50

100

150

200

250

300

350

95 96 97 98 99 2000 01 02 03

資料　FAO統計より作成�

第２図　アジアのエビ生産量の推移（95年＝100）�

中国� インド�

インドネシア� タイ�

ベトナム�



調査と情報　2006. 5 13

３　米国を中心としたグローバル市場の変化

（１）エビ市場のグローバル化

ベトナムや中国などが新興のエビ輸出国と

して台頭する過程は、世界的な水産物市場の

急拡大とグローバル化という環境変化を積極

的に受容しつつ供給力を高め、その中で再び

対日輸出を伸ばすメカニズムがみられる。

エビについては、かつては主に東南・南ア

ジアで生産され日本、韓国、香港等へという

アジア域内での垂直的な水産物貿易が中心で

あった。冷凍エビ（新鮮・チルド含む）の輸

入量をみると、バブル期から90年代前半ま

では日本が最大の市場として、とりわけアジ

アのエビ輸出国に大きなプレゼンスを持って

いた（第３図）。

しかし、日本が90年代後半以降、長期不

況を経験する一方で、好景気と水産物消費が

浸透した米国が世界最大のエビ消費国となっ

た。米国の冷凍エビ輸入量は88年では19万

トンだったが、97年に日本を抜き以後年々輸

入量は増加しており、現在は日本の２倍以上

の市場規模を持ち、国際的なエビの価格形成

に大きな影響を持つようになった。

米国という巨大なエビ市場の出現は、通商

自由化の流れも手伝って、ベトナムや中国な

ど新興のエビ生産国の供給力と輸出増を大き

く誘発するとともに、エビの貿易構造をより

グローバルなものへと変貌させた。

ベトナムの対米エビ輸出割合は、01年の米

越通商協定発効を機に、一躍日本向けを抜き

首位となり、03年には対米輸出が約半分を占

めた。第4図はベトナムの水産物輸出先（金

額ベース、その過半は冷凍エビ）の推移であ

るが、いかに米国の輸入需要者としてのイン

パクトが大きかったか、また他方で日本市場

の「相対化」が急激に進んだかがうかがえる。

中国のエビ輸出事情も似ており、WTO加

盟後の02年を境に対米輸出が急増、米国で

は一挙にタイに次ぐ２位のシェアを獲得した。

対米輸出割合は、03年には約8割に達した。

（２）米国のAD措置への対応

しかし、こうした対米輸出の急増に米国南

部８州のトロール漁業者・加工業者で構成さ

れる「南部エビ同盟」が反発し、03年12月

ベトナム、中国の他、タイ、インド、ブラジ

ル、エクアドルの冷凍エビに対してアンチ・

ダンピング（AD）を提訴した（これら６ヶ

国で米国の輸入量の８割を占める）。

実際には、米国内のエビ供給はごく小規模
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なものであり、輸入品との競合性、被害の因

果関係は明確なものではない。米国はベトナ

ム産ナマズに対して03年８月にＡＤを決定

しているが、これなども類似のケースであっ

た。しかもＡＤ認定に関しては、中国、ベト

ナムは輸出量の急増とともに、米国政府が両

国を「非自由市場経済圏」とみなしているた

め、厳しい措置が取られると観測された。

これに対し両国は、エビ価格が低いのは賃

金水準や自然条件によるもので、政府の資金

援助等によるもので無いと主張した。しかし、

ベトナムについては04年11月にＡＤ措置が

最終決定され、各輸出業者に4.13～25.75％

のＡＤ税の賦課が決まった。また、中国には

05年１月に27.89～112.81％とより高率の課

税が決定され、他の４ヶ国についても低率な

がらＡＤ課税措置が下された。

ＡＤ課税が現実に発動されたのは05年に

入ってからだったが、04年には米国による

ＡＤ決定が回避できない状況との認識から、

ベトナム、中国では生産調整や輸出先のシフ

トを図る戦略が取られた。また、米国向けは

ＡＤ対象外の魚の加工品や冷凍エビ加工品へ

の切り替えが進められた。

こうしたことから04年のベトナムの対米

冷凍エビ輸出は35％、中国は約２割の減少と

なった。これと対照的に、ＡＤ対象外の国か

らの輸入は増え、特にインドネシアの輸入は

著増した。インドネシアは米国市場の好条件

を享受するため、日本向け輸出を米国にシフ

トさせる行動を取り、このことが04年に日

本のエビ輸入先のトップがベトナムと交代す

る一因となった。

（３）欧州、日本市場へのシフトと加工品拡大

米国のＡＤ措置はベトナムや中国の水産業

に大きな懸念をもたらしたが、両国は輸出先

のシフト・多様化や加工品輸出の推進により、

結果的に市場環境の変化に柔軟に対応した。

ベトナムの04年の水産物輸出は対ＥＵが

前年比89.7％増、対日は30.7％増となり、対

米輸出の落込みをカバーした。結果、市場別

シェアでは日本が32％とトップに再帰し、米

国26％、ＥＵ10％となった。2005年に入る

と、一層ＥＵ向けシフトを強めることで、輸

出総額の増勢を維持した（第４図）。

ベトナムが、特にＥＵという「新興」市場

への参入機会をタイミングよく捉えることが

出来たのは、ひとつにはＥＵ市場の拡大とい

う要因がある。ＥＵのエビ輸入量は、既に10

年程前に見かけ上は米国を凌駕する規模とな

っていたが（第３図）、ＥＵでは域内からの冷

水性エビ輸入が多く、また域外輸入国もブラ

ジル、インド、エクアドル、バングラディシ

ュなどに限定されていた。しかし、ＥＵでも

健康志向の高まりから水産物消費は上昇トレ

ンドにあり、これに狂牛病や口蹄疫の発生と

いった特殊要因もあって、域外からの水産物

の輸入余地は急速に拡大した（特に05年）。

他方、ＥＵ輸出を可能にしたベトナム内部

の要因も見逃せない。ＥＵは域外からの食品

輸入に対して衛生・安全上の厳しい規制を設

けており、ベトナムの輸出業者にとって最も

参入困難な市場であった。

そこでベトナムの水産加工業は、90年代以

降EU参入を大きな目標にHACCP導入、設

備投資、衛生管理等を進めてきた。99年には

じめて一部のベトナム輸出水産物がEUの品

質安全基準の認可を得たことが契機となり、

EU向けの輸出は徐々に増加していた。

また、ベトナムでは水産加工業が早期に民

営化（株式化）されていたこともあり、先進

国市場での成功のためには顧客ニーズに即し

た製品、サービスの重要性がよく理解され、



一方で市場ベースでの競争と淘汰を通じ、産

業全体の品質や効率改善の底上げにつながる

メカニズムが形成されたといえる。

４　ベトナムでのエビ養殖

（１）零細性・粗放性が強い養殖形態

ベトナムのエビ養殖は大きな輸出産業とし

て発展したが、その末端の生産はどのような

形態で行われているのだろうか。

ベトナムのエビ養殖はホーチミン市以南の

メコンデルタ地域、特にソクチャン省からカ

マウ省の沿岸部が中心である。中でも、最南

端のカマウ省は、一省だけで全国の半分が生

産されている。

メコンデルタでのエビ養殖の形態は多様で

あるが、その多くは小規模業者による粗放型、

結合型と呼ばれる形態であり、これは周辺諸

国で支配的なアグリビジネス主導の集約的養

殖と大きく異なっている。

ベトナムの粗放型養殖は、80年代に入り村

の人民委員会（役場に相当）が各戸に分与し

た土地を、農民がマングローブ林を伐採し養

殖池にしたのが原型となっている。養殖方法

は、潮の干満を利用し天然の稚魚を取り入れ

（購入する場合もある）、エサは自然給餌だけ

でha当りの年収量は200kg程度と低いのが

一般的である。これに対して集約型の場合、

収量は２トン以上、５～７トンに達するもの

もあり、ベトナムでは主に中・北部で行われ

ている。

また、結合型（ベトナム語では「林・水産

結合型」（Lam Ngu Ket Hop））は養殖による

森林・生態系破壊に対する反省から、90年代

に入り政府主導で導入が始まったもので、養

殖池内部の既存林伐採を禁ずるとともに、粗

放型、半集約型（稚魚を業者から購入、飼料

を与えるタイプ）養殖池に植林することで環

境との調和に配慮したものである（養殖方法

については、多屋勝雄『アジアのエビ養殖と

貿易』成山堂書店、2003年参照）。

ベトナムのエビ養殖は、農民主体の小資本

経営による粗放性の強いものだけに、集約型

のように数年で池が汚染され次々と移動する

のに比べ持続性は高いといえる。他方で、増

大するエビ需要に応えるためには、新たな開

発と広域の森林破壊を招来する危険がある。

また、ベトナムの生産者が零細なことから、

加工部門とのコーディネーションに問題が生

じやすい。生産レベルでの養殖技術、トレー

サビリティ、稚エビの確保・孵化場の不足な

どの諸問題が、加工段階での品質・安全性、

安定供給等に波及するリスクが高いと指摘さ

れている。

（２）アンザン省ロンスエンでの事例

ベトナム政府は農水産物の国際市場での競

争力強化を視野に入れ、「チャンチャイ」

（Thang thai）と呼ばれる大規模私営経営体の

育成、契約農業の普及、土地集約制限の緩和

（2003年土地法改正）等、生産者レベルに商

業主義を一層導入する方針を打ち出している。

こうした生産者の大規模化、組織化の事例

として、アンザン省ロンスエン市近郊で淡水

エビ事業を行っているフートン水産組合

（Phu Thuan）について若干みておこう。

アンザン省はメコンデルタの西端、カンボ

ジアと国境を接し、ベトナム有数の農業地帯

であり、また近年ではナマズ養殖が急速に拡

大している。同省の淡水エビ養殖は、コメ農

家の複合経営の一環として広がっており、雨

季の冠水期（５～10月）にエビを、乾季（11

～４月）にはコメの生産を行うのが一般的で

ある。収益面ではエビ養殖の方が圧倒的に良

く、ha当り4,500万ドン（約2,800ドル）の
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純利益があるという。この地域の平均経営規

模は2haで、最大は15haである。

フートン水産組合は５年前に９人のメンバ

ーで設立され、その中にはこの村の人民委員

会リーダーも含まれる。当組合は、もともと

は出荷組合からスタートしたが、その後事業

は順調に伸び、現在では①自前の孵化場での

稚エビ供給、②技術指導、③飼料販売（フィ

ードミル設立予定あり）へと有機的に多角化

を進めている。

この地域には約600の養殖農家があり、年

間300トンのエビが生産されているが、その

約8割を当組合が扱っている。農家は価格次

第で民間業者とも取引するが、一般に業者は

エビの選別に厳しいこと、また当組合が一部

を直販し高価格を提示できることが高い集荷

実績につながっているという。

現在の組合員数は60名を超えており、組

合員になるには１口10万ドン（6.3ドル）以

上の出資が必要で、最大で1000口出資してい

る組合員もいる。エビの買入価格は員内外で

同一だが、組合員は配当に加え、外部借入に

対する組合保証や技術指導などのメリットが

ある。

メコンデルタでは当組合のように比較的富

裕な農民層が自らの事業メリットのために組

写真　　組合員の2haの水田養殖池

合を設立する動きが増えており、それらは

「新型合作社」と呼ばれアンザン省はその先

進モデル地域となっている。

若干のまとめ～エビとグローバル経済

日本のエビ輸入は、かつてのアジア生産国と

の二国間関係から、欧米を含めたグローバル

市場の中で捉える視点が不可欠となっている。

対日供給国もベトナムや中国のように新興の

輸出国が台頭し、今後は生産・加工の統合を

高めつつ加工品の競争力強化に照準を合わせ

てくると予想される。日本のエビ市場は、調

整品も含め競争は一層激しくなるとみられる。

養殖エビは、農水産物の中でもグローバル

経済にとりわけ親和的な産品である。先進国

内の供給が小さく保護水準が極めて低い一方

で、エビの生産・加工は科学的管理の適用領

域が広い産業特性がある。自然、賃金条件の

優位性が許せば、途上国が比較的短期に供給

力をつけ高い収益を期待しうる分野である。

しかし、こうした特性は後発国等の参入や

輸入国の保護主義などによって輸出環境の揺

らぎをもたらし易い面があり、持続的な成長

のためには新市場の開拓や加工度の上昇、ま

た生産・加工トータルな品質管理、商品開発

力などが必要とされる。

ベトナムに関しては、グローバル市場のこ

うした「要求」を肯定的に取り入れていく高

い能力を持ち、おそらく今後もエビ輸出国と

して競争力を維持していくと予想される。し

かし、グローバル化の光を強く受ける部分は

一層急速に発展する一方で、その外部にある

環境、農村・農民との不均衡は拡大するおそ

れがあることを消費国側も思い描くべきであ

ろう。

（室屋有宏）
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はじめに

2007年産から始まる品目横断的経営安定

対策は、一定の要件を持つ集落営農組織もそ

の対象としており、農協系統も現在積極的に

その育成に取り組んでいる。ところで、こう

した集落営農組織は、伝統的に地域で農地や

農業用水の利用調整を行ってきた農業集落が

その基礎となるケースがほとんどである。そ

して、農業集落の基礎となる農家には現在大

きな構造変化が生じており（注１）、農業集落

にも様々な影響が生じている。

そこで、本稿では2005年農林業センサス

（以下2005年センサス）付帯調査である農村

集落調査結果（注２）等をもとに、農業集落の

現状と課題について整理してみたい。
（注１）農家構造の変化については内田多喜生『2005

年農林業センサスにみる農家の構造変化と
農協の組織基盤』農林金融2006年2月号参照。

（注２）今年1月に公表された。ただし、公表値は概
数値で確定値は2007年3月までに公表予定。

１　農業集落調査の推移

（１）過去の全国的な農業集落調査

2005年センサスにおける農業集落調査は

従来と調査方法に大きな変更があったことか

ら、まず、これまでのセンサス等における農

業集落調査について整理しておきたい。

農業集落の実態、村落構造等についての調

査が全国規模で実施されたのは、1955年の臨

時農業基本調査が最初である。当時の農業集

落の定義は、｢農業集落とは、農家が農業上相

互に密接に共同しあっている農家集団｣とし、

具体的には、農業生産、農業経営上のあらゆ

る面での共同に加え｢冠婚葬祭やその他生活

面にまで密接に結びついたもの｣とし、農業共

同体そのものとされた。そして、その設定の

要件については、共同活動の範囲等社会的な

（属人的な）関係が重視された。しかし、1970

年センサスでは、上記の農業集落の概念を基

本的には踏襲しながら、集団形成の土台とな

る農業集落の領域の確認に労力がさかれ、属

地的にも農業集落の範囲が定められた。そし

て、それ以降対象となる農業集落は「一定の

土地（地理的な領域）と家（社会的な領域）

とを成立要件とした農村の地域社会｣とし、

この70年センサスで設定した農業集落を原則

として踏襲し調査が行われてきた（注３）。

調査対象数の推移をみると、1955年臨時農

業基本調査では約15万６千集落と15万を大

幅に超えていたが、調査対象が属地的に確

定した1970年調査以降は約14万集落前後で推

移していた。しかし、先の調査方法の変更も

あり、2005年センサスでは約11万１千集落と

2000年に比べ約２万４千集落も減少した（第

１図）。

なお、農業集落調査に関しては、北海道と

沖縄県は行政区域がそのまま農業集落区域と

2005年農林業センサスにみる農業集落の現状と課題について

（単位：千）� （単位：戸）�

第１図　全国的な農業集落調査における対象集落数�
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されてきた。これは北海道と沖縄県は日本の

他の地域とは異なった農業構造や歴史を持ち、

それが農業集落にも影響しているためである。

例えば、農業集落の成立時期をみても、都府

県は95％が明治前なのに対し、北海道では明

治以降が９割を占める（第１表）。

（注３）2000年センサスでも｢1995年農業センサス時
に定められた農業集落の区域を原則として
踏襲する｣とあり、その変更は、市街化の進
行により非農家の中にごく小数の農家が点
在する集落や著しい過疎化のために農業集
落の機能がなくなった農業集落（｢農家点在
地｣という）を対象からはずすことに留まった。

（2）2005年センサスにおける農業集落調査

2005年センサスにおける農業集落調査は、

『農村集落調査』として、その対象を農業生

産における共同活動をより重視して選定した

ため、厳密には2000年以前の農業集落調査と

連続していない。

具体的には、すべての農業集落約13万９

千（全域が市街化区域に含まれる農業集落を

のぞく）のうち、｢集落機能のある農業集落｣

約11万１千集落を対象とし、さらにその中

から都道府県別及び農業地域類型別階層を設

定し、約２万３千集落を抽出し調査を実施し

た（注４）。そして、ここでの｢集落機能｣とは

｢農業集落において農業生産の継続に不可欠

な地域資源（農地、農業用用排水路、ため池、

農道等）の利用・維持・管理など何らかの合

意形成のもとで、農業生産にかかる活動を行

っていること｣とし、農業生産にかかる共同

活動が実態として存在することを条件とした。

（注４）三宅島の火山活動及び新潟県中越地震の被
災地の結果は含まれていない。また計表等
の実数は調査対象総数に回答割合を乗じた
数字で誤差を含む。

2 農業集落の現状とその多面的機能

（1）農業集落の構造的な変化

上記のように、2005年センサスでは対象と

なる農業集落が｢農業生産にかかる活動のあ

る農業集落｣とされたが、｢農業生産にかかる

活動のある農業集落｣が｢すべての農業集落｣

に占める割合をみることで、農業集落に生じ

ている構造的な変化を読み取ることができる。

｢農業生産にかかる活動のある農業集落｣の

農業集落に占める割合をみたものが第２表で

ある。地域別にみると、北海道・沖縄を除く

と、関東・東山、東海、中国、四国でその割

合が低い。この背景を考えると、関東・東山、

東海地域は、都市的地域を多く含むことから、

離農・農地転用等による農業生産縮小により、

農業共同活動の必要性が薄れた集落が増加し

ていることが考えられる。

一方、中国、四国地域は、中山間地域が多

く含まれ農業生産のウエイトは依然高い地域

第１表　農業集落成立時期（1970年センサス調査より）�
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である。そのため、この割合の低さは農業生

産に携わる農家の高齢化や集落内人口の減少

等で、必要な共同作業が行えなくなった集落

の増加を示唆するのではないかと考えられる。

いずれにせよ、これまで属地的には農業集

落とされてきた集落の中にも実態として農業

生産に係る共同活動がみられない集落が広が

っていることがうかがえる。参考までに2005

年と2000年の対象集落数について地域類型

別増減率をみたものが第3表であるが、都市

的地域、山間地域での減少率が大きく、上記

と同様の傾向を読み取ることができる。

（2）農業集落の多面的機能について

農家の減少や農業者の高齢化・後継者不足

が深刻化するなかで、農業集落の多面的機能

の現状について、つぎにみてゆきたい。

ａ　農協・行政の連絡・調整機能　

まず、農業集落における農協・行政等の連

絡・調整機能についてみたい。第４表は、2005

年センサス調査から農業集落の農業生産面で

の共同活動の状況を、農業生産における基礎

的な集団である農家実行組合（注５）の有無か

らみたものである。農業集落のうち農家実行

組合として、農業生産者の集団としての組織

実態のある集落は全体の79.4％と８割近い。

そして、その活動内容をみると（複数回答）、

最も多いのが農協活動で69.2％、以下転作に

関する連絡・調整63.8％、農業共済に係る連

絡・調整58.2％、農業関連施設の管理27.9％

が続く。その一方、農作業の手伝い・労働力

の調整は7.2％に過ぎない。なお、参考まで

に2000年センサスにおける農業集落調査にお

ける農家実行組合のある集落数割合も示した

が、この比率はほとんど変わっていない。こ

こから、現在の農業集落は農協の組合員組織

としての性格が最も強く、次いで転作・農業

共済に関する連絡・調整機能等行政の施策の

実行組織としての機能が続き、その一方かつ

て重要であった労働力融通のための機能は非

常に小さいことがうかがえる（注６）。

（注５）農業センサスによれば｢具体的には、生産組
合、農事実行組合、農家組合、農協支部な
ど様々な名称で呼ばれているが、その名称い
かんにかかわらず、総合的な機能をもつ農業
生産者の集団をいう。ただし、出荷組合、酪
農組合、養蚕組合など農業の一部門だけを担
当する団体は含めない。｣としている。

（注６）農業労働力の相互融通機能は、戦後一定の時
期までは広範に存在し、1955年調査をみても、
ゆい、手間替、共用作業及び手伝いの慣行の
ある集落数が89.4％に上る。こうした慣行は
1960年代以降の農業機械化の進行により急速
に減少したが、その一方で、集落単位の農業
機械の共同利用は拡大していった。
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71�

13�

24�

23�

11�

63.8�

64.6�

73.8�

59.9�

54.5

65�

13�

22�

20�

10�

58.2�

62.2�

67.4�

52.4�

50.5

77�

16�

25�

24�

13�

69.2�

75.8�

76.3�

63.6�

61.4

31�

6�

11�

9�

5�

27.9�

31.6�

32.9�

24.7�

22.2

8�

1�

3�

3�

1�

7.2�

4.6�

8.4�

7.6�

7.2

107�

27�

32�

32�

16�

79.1�

84.8�

88.7�

73.1�

67.7

全　国�

都市的地域�

平地農業地域�

中間農業地域�

山間農業地域�

全　国�

都市的地域�

平地農業地域�

中間農業地域�

山間農業地域�
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ｂ　集落の意見調整・合意形成機能

次に、集落の意見調整・合意形成機能とし

て、農業集落の寄り合いの回数をみると、全

体の98.4％もの農業集落で寄り合いを開催し

ており、その回数は年平均8.4回に上る。さ

らに、平均して月１回超となる年13回以上の

寄り合いを開催している集落の割合も20.6％

と５分の１を超えている。また、土地持ち非

農家、非農家の参加割合は中山間地域ほど高

く（農業生産に係る事項では土地持ち非農家

が参加する農業集落が２割超、非農家でも１

割超を占める）、中山間地域では農業集落が

地域全体の意思決定の場として重要な役割を

担っていることがうかがえる（第５表）。

ｃ　農業生産基盤の保全・管理としての機能　

さらに、農業生産に係る共同活動について

みると、労働力の相互融通機能は縮小したも

のの、農業生産基盤の保全･管理について農

業集落の役割は依然大きい。2005年センサス

でも、農業関連施設の管理主体となって活動

している農業集落は、農業用排水路で約７割、

農道でほぼ半数に上る（第６表）。

これらの管理業務には、農家だけでなく、

土地持ち非農家や非農家も加わる場合も多い。

第7表は、最も取組みの多い農業用用排水路

に関して、共同作業の出役義務をみたもので

あるが、土地持ち非農家が参加する農業集落

が約５割、非農家が参加する農業集落も約４

割を占める。農家以外の参加者には元農家が

多いとみられるが、この割合は地域類型別に

みてもほぼ同様であり、こうした農業共同作

業が集落ぐるみで行われていることが示され

ている。

ｄ　文化・生活面における機能

最後に、文化・生活面における機能につい

てみることとしたい。第８表は、農業集落の

文化・生活面にかかる地域活性化のための取

組みを示している。例えば、祭りの開催につ

いては77.9％と全体の８割近くの集落が実施

しているし、景観保全・景観形成活動につい

ては６割近くの集落が取り組んでおり、しか

も取組み集落数の割合は10年前を3.9ポイン

トも上回っている。

その他にも、各種イベントの実施や伝統文

化・芸能の保存、さらには、高齢化の進行に

第５表　寄り合いの開催頻度�
（単位：千、％）�

調査対�
象農業�
集落数�

計�1～2�回�

資料　第３表に同じ�

111�

135�

100.0�

100.0

109�

133�

98.4�

98.4

12�

15�

10.9�

10.9

3～4

18�

24�

16.5�

17.4

5～6

21�

26�

19.1�

19.6

7～9

12�

14�

11.3�

10.2

10～�
12
13回�
以上�

22�

27�

20.1�

20.2

23�

27�

20.6�

20.1

2005年�

2000年�

2005年（構成比）�

2000年（同上）�

第６表　農業関連施設の管理主体である農業集落数�
（単位：千、％）�

管理主体として�
共同作業を実施�
した農業集落数�調査対�

象農業�
集落数�

管理主体として�
共同作業を実施�
した農業集落数�
割合�

農道�農道�
農業用�
用排水�
路�

農業用�
用排水�
路�

資料　第３表に同じ�

111�

21�

32�

38�

20�

135�

32�

36�

43�

24

55�

8�

15�

22�

11�

78�

14�

21�

29�

14

74�

14�

22�

25�

12�

96�

21�

27�

31�

15

49.3�

36.6�

46.9�

57.1�

51.6�

57.7�

44.5�

57.1�

67.2�

59.0

66.8�

66.7�

69.6�

67.6�

61.1�

70.9�

67.8�

75.4�

72.5�

65.0

全　国�

都市的地域�

平地農業地域�

中間農業地域�

山間農業地域�

全　国�

都市的地域�

平地農業地域�

中間農業地域�

山間農業地域�

2005

2000

第７表　農業用用排水路集落作業出役義務（2005年）�
（単位：千、％）�

出役義務別集落数（複数回答）� 参加割合�

農家� 非農家�合計�農家�
土地持ち�
非農家� 非農家�

土地持ち�
非農家�

資料　第２表に同じ�

74�

14�

22�

25�

12

75�

14�

23�

26�

13

37�

7�

12�

12�

6

27�

5�

9�

9�

4

48.8�

50.0�

51.9�

47.6�

44.5

99.0�

98.9�

98.6�

99.2�

99.4

36.5�

35.6�

39.7�

35.3�

34.2

全　国�

都市的地域�

平地農業地域�

中間農業地域�

山間農業地域�



対応した高齢者等への福祉活動の実施も3割

を超えるなど、文化・生活面でも多様な機能

を持っている。

３　懸念される農業集落の機能低下

このように、農業生産だけではなく、文

化・生活面での多様な活動を含め、地域社会

において重要な役割を果たしている農業集落

であるが、農家の減少、高齢化、後継者不足

等によりその機能の脆弱化が懸念されている。

例えば、農業生産活動についていえば、調

査方法が異なるため単純な比較はできないも

のの、2000年センサスに比べ農業関連施設の

管理主体である農業集落数の割合は低下して

いる（前記の第６表）。さらに、過去1年間の

共同作業について5年前と比較した設問では、

共同作業の参加人数が中山間地域ほど減った

という回答が多く、条件不利地域ほど集落作

業の維持が厳しいことがうかがえる（第９表）。

また、こうした背景にある集落人口の減少に

ついては、中山間地域ほど｢転入者がいない｣

とした回答割合が高いことからも、その深刻

さがうかがえよう（同表）。

その一方で、農業集落への非農家の転入と

農家の減少により、農業集落における農家率

の低下が続いている（第２図）。2005年は対

象を農業共同作業の実態のある集落に絞った

ためほぼ横ばいであるが、2000年と90年セン

サスを比較すると明らかに農家率の低い農業

集落が増えている。これはとくに都市的地域

で顕著であるが、混住化が進み非農家が増え

ることで、農業集落としての一体感の維持が

難しくなり、例えば、非農家の農業に係る共

同作業への参加は困難になろう。

４　農業集落の抱える課題とその対応について

上記のように、日本の地域農業を支えてき

た農業集落は、現在構造的な変化が生じつつ

ある。条件不利地域においては、高齢化・過

疎化により農業集落の機能の維持が難しくな

りつつあり、また都市部では混住化により、

農業共同作業組織としての性格が弱まってき

ている。筆者のここ数年の聞き取り調査でも、

関東地方の都市近郊農協で集落構成員のほと

んどを非農家が占めるようになり農家組合が

解散したケースがあったし、その一方中国地

方の山間部では、農家の減少で農業集落その

ものが消滅したケースもあった。

そして、昭和一ケタ世代が全て75歳以上の
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第８表　活性化のための活動の有無（2005年）�
（単位：千、％）�

活動の有る�
農業集落数�

活動の有る農業�
集落数割合�

10年前�

資料　第２表に同じ。�
（注）2005年調査対象集落の10年前との比較。�

111�

88�

34�

56�

35�

60�

6

現在�

111�

86�

32�

55�

39�

64�

7

10年前�

100.0�

79.6�

30.6�

50.3�

31.8�

54.2�

5.8

現在�

100.0�

77.9�

29.0�

49.2�

34.9�

58.1�

6.7

時　点�

調査対象農業集落数�

祭りの開催�

伝統文化・芸能の保存�

各種イベントの開催�

高齢者等への福祉活動�

景観保全・景観形成活動�

自然動植物の保護�

第９表　共同作業への参加と転入者の状況�

過去１年間の共同作業につい�
て１回当参加人数が５年前に�
比べ減った農業集落割合％�

転入者が�
い な い�
農業集落�
割合％�農 業 用�

用排水路� 農　道�

資料　第２表に同じ�

18.5�

16.8�

16.0�

19.1�

23.7

19.4�

17.1�

17.4�

19.5�

23.9

42.9�

23.3�

38.6�

48.6�

58.8

全　国�

都市的地域�

平地農業地域�

中間農業地域�

山間農業地域�

（％）�第２図　農家率別農業集落数割合�

0％� 20％� 40％� 60％� 80％� 100％�

資料　第１図に同じ。�
（注）集落内の総戸数に占める農家数の割合。�

1990�

2000�

2005

31.3 37.1 31.6

17.7 41.4 40.8

16.7 40.1 43.2

70％�
以上�

30～�
70％�

30％�
未満�
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後期高齢者層へ移行する今後５年程度でこの

傾向はさらに進み、農業集落の持つ多面的な

機能が急速に低下していく恐れがある。しか

し、今回みたように、農協活動や行政の施策

の実行組織や農道、農業用排水路の共同管理

主体として、また文化・生活活動でも農業集

落は多様な活動を行っている、そのため、農

業集落における多面的機能の維持と活性化を

いかにして図るかが、地域農業・地域社会そ

して、農協の組織基盤にとっても、非常に重

要な課題となってこよう。

まず、農業生産にかかる機能の維持という

意味では、ここにきて取組みが本格化してい

る集落営農組織の育成が重要な鍵となろう。

この取組みは、農業生産組織として農業集落

を再編成することを意味し、とくに、集落の

縮小と農業生産にかかる共同活動の縮小が同

時に進行しつつあった条件不利地域では、地

域農業を維持する上で非常に重要な取組みと

なろう。ただし、高齢化・人材不足等により、

そういった取組みに主体的に取り組むことが

難しい農業集落も多く、既に多くの農協の取

組み事例があるように、人的支援等を中心に

農協が積極的にサポートする必要がある。

また、混住化が進むなか文化・生活活動等

を含む多面的機能の維持を図るためには、非

農家を含む地域住民の参加を促していく必要

がある。これを農協の組織基盤の再活性化と

いう視点で言い換えれば、構成員の多様化に

対応して准組合員等地域住民も含め｢農協主

導により集落組織を再構築するための取組

み｣（注７）を進める必要があるだろう。

さらに、農業集落の活性化には行政の役割

も重要である。先の農業集落の活動において

は、各種活動が減少する中『景観保全・景観

形成活動』の実施農業集落数は10年前に比べ

約４千集落も増加していた。これは明らかに

中山間地域等直接支払制度における集落協定

の締結が影響している。同制度の支払い水準

は十分とはいえないが2004年度で約3万3千も

の集落協定が結ばれ、一定の政策的な誘導が

あれば集落の活性化が図られることを意味し

ている。その意味で、品目横断的経営安定対

策とともに導入される｢農地・水・環境保全

向上対策｣は、地域ぐるみの共同活動もその

対象とされ、今後の展開が注目される。
（注７）農協による集落組織活性化への取組みは、斉

藤由理子『集落組織の変容と改革方向』農
林金融2005.12に詳しい。

おわりに

今冬の豪雪が過疎地域で大きな被害をもた

らしたように、集落機能の低下は農業だけで

なく、地域の社会生活そのものに大きな影響

をもたらすことになる。

今回の集落調査にみられるように、低下し

つつあるといっても地域農業・地域社会のな

かで農業集落は依然大きな役割を果たしてい

る。昭和一ケタ世代の農業リタイアが本格化

しているなか、集落機能の維持・活性化は緊

急性の高い課題であり、農協や行政等による

一層の取組み強化を図っていかねばならない

だろう。 （内田多喜生）
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協同活動強化運動として中期計画を策定し実践しているＪＡ福光

「農協の中期的課題」シリーズ５回目の今

回は、協同活動強化運動として中期計画を策

定し、実践している富山県のＪＡ福光につい

て、計画の策定プロセスに焦点を当てて紹介

することにしたい。

１　管内と当ＪＡの概況

ＪＡ福光は、2000年に当時の福光町内の２

つの農協が合併して設立された。その後、04

年に福光町を含む４町４村が合併して南砺市

が誕生したため、現在は南砺市の福光地域が

管内である。

福光地域は、富山県の西南部に位置し、岐

阜県と石川県との県境にある。標高939メー

トルの医王山山麓に位置している。町の基幹

産業は製造業で、アルミ関連をはじめとする

工場が多い。

農業は稲作が中心であり、03年度の農業粗

生産額の71.5％を米が占めている。農協主導

で集落営農を進めており、管内の集落の半数

程度が集落営農となっている。

総世帯数は5,622世帯であり、このうちの

約３割に相当する1,591世帯が農家である。

総農家数のうち９割が販売農家であるが、販

売農家の86.3％は第２種兼業農家である。

第１表は、当JAの正組合員1人当たりの事

業量や職員数等を全国平均と比較したもので

ある。貯金残高と長期共済保有高はいずれも

1.0～1.1倍となっており大きな違いはみられ

ないが、米の販売･取扱高が2.4倍であること

が特徴である。

２　協同活動強化運動の概要

当ＪＡでは、協同活動強化運動（以下、

「協活」と略すこともある）の３か年計画が

農協の中期計画となっている。

そもそも協同活動強化運動は、第14回（76

年）と第15回（79年）の全国農協大会で決

議されたものである。そのねらいは、①組合

員がみずからの営農と生活を見直し、その向

上をはかるために、自発的に協同活動をおこ

し、主体性をもって農協運営に参加すること、

②農協と連合会は、組合員の協同活動を助長

し、組織・事業運営に生かされる仕組みをつ

くること、であった。このために、それぞれ

の地域の条件、組織･事業･経営の実情に即し

て、協同活動を通じて解決すべき目標･課題

第１表　JA福光の概要（2003事業年度）�

資料　福光農業協同組合『私たちの姿－いまの姿、あしたの姿､未来の姿－』�
　　　（総代会資料）、農林水産省『総合農協統計表』農林統計協会��
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を明らかにしたうえで、３か年で到達すべき

計画を策定し、実践に取組むこととした（注）。

当ＪＡでは、第14回全国農協大会での決議

を受けて、「みんなで話合い、みんなで計画し、

みんなで実践する」という協同活動強化運動

の考え方に共感し、77年度から取組み始めた。

具体的な取組方法は、66年の福光中央農協発

足以来行っていた、今日の協同活動強化運動

に相当する中期計画策定委員会（組合員代表、

組織代表、学識経験者および役職員等）による

審議会（営農、生活、経営の３部門に分けて、

地域と農協の課題を話し合う）が基礎となっ

ている。当時、参考とする事例がなかったた

めである。以来30年間､協同活動強化運動と

して継続して取組んでいる。

聞き取り調査によると、協同活動強化運動

のポイントは、農協職員の中に運動のリーダ

ーが存在していることと、組合員のみならず

消費者など農協・地域にかかわるさまざまな

代表が参加する手法の２つにあり、これらが

当ＪＡでの取組みが現在まで継続している理

由とのことであった。
（注）全中（1979）『第15回全国農業協同組合大会

議案』9頁

３　協同活動強化運動の計画策定の担い手

当ＪＡでは、協同活動強化運動の計画策定

と見直しのために、農協職員をメンバーとす

る①CI研究会、②業務研究会、③協活幹事会

を設置し、組合員を中心に幅広い関係者をメ

ンバーとする④運営審議委員会、および正・

准組合員をメンバーとする⑤支所協同活動推

進協議会（支所単位）を設置している。

①CI研究会のメンバーは、20～30歳代の

若手農協職員の中から組合長が任命した10人

程度である。CI研究会の役割は、毎年、組

織運動と組合員に関する、そのときの重要テ

ーマについて話合い、方向づけを行うことで

ある。CI研究会の会議には、必要に応じて各

部長や常勤役員がオブザーバーとして参加す

るものの誘導はせず、メンバーの意見が尊重

される。ちなみに05年度のテーマは「支所

店舗統廃合について」であった。

②業務研究会のメンバーは係長以上の農協

管理職全員である。業務研究会の主な役割は、

計画に対する現状の課題の抽出、次期計画の

素案作成、毎年度の対応策の素案作成、農地

の事業計画策定などである。

③協活幹事会のメンバーは農協の部長と課

長であり、協同活動強化運動３か年計画の内

容や進捗状況、農地の事業計画との整合性の

チェックを行うのが主な役割である。

④運営審議委員会は、農協の組合長と常務

理事、農協役員、総代代表、集落の生産組合

協議会代表、組合員代表、農業委員、青年部

役員、女性部役員、営農組織代表、生活組織

代表、学識経験者（農業普及指導センター、

自治体農政担当、系統中央機関の富山県担当

等）、および消費者代表といった合計101人の

多様なメンバーから構成されている。組合員

や関係者だけでなく、消費者代表も委員に加

わっていることが特徴である。全てのメンバ

ーが参加して全体会議が２回開催される。運

営審議委員会の下部組織として、営農部会、

生活部会、（農協）経営部会の３部会が設置さ

れており、具体的課題の審議は各部会で行わ

れる。

⑤支所協同活動推進協議会には、合計約

1,200人の正・准組合員が参加し、農協職員

から計画案の説明を受け、意見交換する。

運営審議委員会（うち組合員87人）と支

所協同活動推進協議会（約1,200人）を合わ

せると、組合員の実に４人に１人が計画の策
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定に参加していることになる。職員も含めて、

自ら計画の策定に参加したという意識が計画

の実現につながっているとのことであった。

４ 協同活動強化運動３か年計画の策定プロセス

第１図に３か年計画の策定プロセスを示し

た。まず、次期３か年計画策定の作業に先が

けて、計画開始の前年の6～7月に、CI研究

会がテーマについて、5回ほどの会合を重ね

て検討する。CI研究会は、検討した結果を7

月に業務研究会で報告する。これを受けて、

業務研究会は計画の素案を作成する。協活幹

事会は、素案の中から協同活動強化運動とし

て取り上げる項目を選択し、原案を作成する。

運営審議委員会は、7月に全体会議を開催

し、営農・生活・経営の各部会の部会長と副

部会長を指名する。そして11月にかけて、

各部会ごとに５～８回の会合で原案について

審議する。審議結果を受けて協活幹事会は原

案を修正する。また協活幹事会が審議結果を

とりまとめ、12月に開催する２回目の全体会

議で各部会長が報告する。

その後、各支所の協活推進協議会で修正原

案を話し合う。そこで出された意見を反映し

て、最終案が作成される。最終案は理事会で

の承認を経て、計画の実践を開始する。さら

に5月に開催される通常総代会で決議される。

なお、計画の実践状況については、毎年度

現状把握を行い、対応策が講じられる。対応

策についても、業務研究会、協活幹事会、運

営審議委員会、支所協同活動推進協議会での

審議が行われる。

５ 中期計画（JA福光ゆめプランパートⅡ）の内容

上記のプロセスを経て、03年度に策定され

た中期計画が、ＪＡ福光ゆめプランパートⅡ

（協同活動強化第10次３か年運動　04～06年

度）である。メインテーマは「安心して暮ら

せる地域社会をめざして」であり、サブテー

マとして、営農面では「安全・安心な農産物

の提供できる福光農業システムづくり」、生

活面では「安全・安心で豊かなしあわせづく
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第１図　JA福光の協同活動強化運動３か年計画策定の流れ�
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り」、経営面では「経営の健全性・高度化を

発揮できるＪＡづくり」が設定されている（第

２図）。これらのサブテーマには、それぞれ

３つの長期的な目標が設定されている。

（１）営農

営農面の目標は、Ⅰ消費者に安全・安心で

信頼される農産物づくり、Ⅱ担い手・地域営

農育成と段階的法人化組織づくり、Ⅲ地域農

業戦略を基本とした販売づくり、である。こ

れらの目標は、各期で大きな変更があるわけ

ではなく、継続的に取組む長期的目標である。

各目標に対しては、現状の課題と具体策を

示している。最も多くの課題を設定している

Ⅰについてみると、安全・安心生産システム

づくりが課題の１つとなっており、具体策と

して生産履歴記帳の実践、品質管理等の徹底

で福光らしい農産物の提供、消費者とのコミ

ュニケーションの促進、をあげている。

（２）生活

生活面の目標は、Ⅰ健康管理・高齢者福祉

の地域づくり、Ⅱ自然と共に生きるくらしづ

くり、Ⅲ消費者を守る心豊かな生活づくり、

である。従来から当JAでは健康管理活動に

注力している。そこでⅠについて課題をみる

と、高齢者福祉活動の実践、ＪＡ助け合い運

動の展開、健康意識と健康増進・維持意識の

高揚がある。その具体策としては、ホームヘ

ルパーの育成、ボランティア活動の展開、健

康診断の強化などをあげている。

（３）経営

農協経営面の目標は、Ⅰ健全な経営改革シ

ステムづくり、Ⅱ組織基盤の拡充と活力ある

地域づくり、Ⅲ信頼され地域社会へ貢献でき

るJAづくり、である。Ⅱに注目すると、課

題として、組合員組織の活性化とむすびつき

強化、組合員ニーズに応じた取組みと組合員

加入促進、農政運動の展開、があり、具体策

として、組合員の加入促進や女性の経営参加

等をあげている。

むすび

このように、当ＪＡの中期計画の特徴はそ

の策定プロセスにある。組合員は事業の利用

だけでなく、計画策定にも参加している。ま

た農協職員は、トップ層のみならず、若手か

ら管理職まで幅広く計画策定に関与している。

このようなプロセスによって、地域の問題点

と課題が広く共有され、計画は組合員や消費

者のニーズ、職員の意思が反映されたものと

なっているように思われる。例えば、当JA

が先進的に取組んできた集落営農も協同活動

強化運動の中から生まれたものである。

当ＪＡは、このような協同活動強化運動を

30年間継続してきた。福光地域においても高

齢化は例外ではない。しかし当地域では、退

職した学校教員や役場職員が集落営農のリー

ダーとなって集落をまとめるケースが増えて

おり、農協の総代も以前より若返ってきてい

るとのことである。協同活動強化運動につい

ても後継者が着実に育成されていることがう

かがえる。 （尾高恵美）
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核爆弾と人工衛星とが撒きちらす

放射能の灰とラジオ光線の毒とに

ありとある市　ありとある村の

人間　家畜　栽培物が侵蝕される時

森におこっているのは驚くべき

生命の更新である。森の力は強まり

ありとある市　ありとある村の

衰弱は　逆に　森の回復である。

放射能の灰とラジオ光線の毒こそは

樹木の葉と地面の草と湿地の苔に

吸収されて「力」になるからだ。

樹木と草の葉が炭酸ガスに殺されず

酸素を生むことを見よ

核時代を生き延びようとする者は

森の力に自己同一化すべく　ありとある市

ありとある村を逃れて　森に隠遁せよ！

（大江健三郎著　「懐かしい年への手紙」

1987年　講談社刊　17ページより引用）

ノーベル賞作家の大江健三郎氏は、1960

年代からほとんどの主要作品において、神話

的とも言える不可思議なエネルギーを持つ

「森とそれに囲まれた谷間の村」を物語の場

所としてこられた。文明批評の最も重要な論

点として、早くから、核時代・環境時代にお

ける「森の力」を訴え続けてこられた。氏の

慧眼に敬服しつつ引用させていただいた。

物語の世界から、現実にもどろう。核戦争

は辛うじて食い止められているが、環境悪化

はますます進んでいる。例えば地球温暖化問

題。オゾン層の破壊問題。化学物質による大

気汚染や土壌汚染等環境汚染の問題。森林の

減少と大地の砂漠化の問題。水不足の問題。

絶滅危惧種等生物多様性危機の問題。

わが国は国土の67％が森林という世界で

１,２位を争う森林国である。気候温暖、山

紫水明の国である。豊かで優しい自然と、寛

容な宗教は穏やかな２千年の歴史をわれわれ

に与えてくれた。世界でもめずらしい国だと

思う。しかし、逆にそのことで我々は自然の

恵みの豊かさ有難さに鈍感になっているよう

な気もする。「もったいない」ことだと思う。

2004年に環境分野の活動家としてははじめ

てノーベル平和賞を受賞したケニア出身のワ

ンガリ・マータイさんは2005年来日したおり、

日本語の「もったいない」という言葉を知り

感銘を受けたという。彼女の環境分野活動の

中心が「植林運動」である。植林活動を通じ

て民主化や持続可能な開発の推進に取り組ん

でこられた。

わが国の森林・林業は、外国産材との競争

に敗れ、林業経営は危機に瀕している。結果、

1,000万haの人工林は手入れを放棄され荒れ

果てている。京都議定書で約束した二酸化炭

素削減目標数値の6割以上は森林の二酸化炭

素吸収機能によるとされるにもかかわらず、

肝心の森林の手入れは放棄されている。「も

ったいない」ことである。

このままでは自然破壊が進み洪水等の自然

災害が頻発するだろう。現に水害や土砂崩れ

は増えているように思う。今一時の損得勘定

だけから森林を見捨てていいものか。木を植

える、森を手入れする、という文明論レベル

での「高貴な仕事」を放棄してもいいのか。

わが国の「もったいない」森林・林業をも

う一度守る決意を固めるときに来ている。森

林・林業・環境問題をどうするかはひとえに

「文明」そのものにかかっている。

森を守る覚悟が今できるかどうか。森林・

林業・環境危機は今や絶望的に巨大化してい

る。我々に残された時間は少ない。

（秋山孝臣）

核時代・環境時代の森の力
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農協の経済事業改革の柱の１つとして、

「消費者接近のための販売戦略の見直し」が

掲げられている。販売戦略の見直しにあたっ

てはマーケティング思考が不可欠となろう。

本書は農産物マーケティングの理論と事例を

わかりやすく解説しているので、ここで紹介

したい。本書の構成は次のとおりである。

第一章 なぜ、いま農産物マーケティングか？　

第二章 農産物マーケティング講座〈基礎編〉

第三章 農産物マーケティング講座〈実践編〉

まず第一章では、農業界が考慮しなければ

ならない次の４つの重要なファクターに注目

し、マーケティングの必要性を訴えている。

すなわち、①「食」をめぐる需要と供給の動

向、②生活者のライフスタイル、食生活の大

きな変化、③農産物の流通にかかわる政策・

制度の変化、④小売業の生き残りをかけた熾

烈な競争戦略、である。

注目すべきは、①における米消費量の予測

結果である。著者の予測によると、１人当た

りの米消費量は、2002年実績の62.7kgから、

2025年には42.7kgまで減少するとしている。

人口減少が加わり、日本全体の消費量は2002

年実績の799万トンから、20年後の2025年に

は517万トンへと、この間282万トンが減少す

ると予測している。この場合、輸入を加味す

ると2025年の国内生産量は450万トン強で足

りることになり、この生産量は現在の生産調

整面積に相当する作付面積で供給可能と述べ

ている。産地として生き残るためにはマーケ

ティングの考え方に基づく「売れる米作り」

（ないし作物の転換）が必要であるとの著者

の指摘には説得力がある。

第二章では、マーケティングの基礎理論に

ついて、４P戦略（製品、価格、売り場、販

売促進）とTPC戦略（ターゲット、ポジシ

ョニング、コンセプト）をわかりやすく解説

している。さらに、農産物を購入する生活者

を知ることの重要性と生活者との接点の作り

方を説明している。米についていえば、農協

の米販売担当者や稲作農家はお金を出してよ

その米を買うことが少ないため、まずお金を

払って米を購入している生活者を知る必要が

あると説いている。

第三章では、第二章で解説したマーケティ

ングの考え方や手法を活用している事例につ

いて、「安全・安心」「鮮度」「地産地消」「連

携」「復活」「地域」「想い」「限定」といった

８つのキーワードを用いて紹介している。例

えば米については、安全・安心に徹底的にこ

だわって栽培している事例や食関連企業と連

携した事例を紹介している。

最後に著者は、豊かな食と農を取り戻すた

めには、大量生産・大量消費の「大きな経済」

を補完するための、地域やコミュニティを基

盤とする「小さな経済」が必要であると強調

している。

ここでは紙幅の関係で米を中心に紹介した

が、米以外の農産物についても解説している。

本書は農協関係者にとっては今後の販売戦略

を考える上でヒントになるところが非常に多

く、また一般の読者にとっても農産物という

題材を通してマーケティングの理解を深める

ことができる好著といえよう。

（2005年11月　税込み1,680円　255頁）

（尾高恵美）

『この手があった！農産物マーケティング』

藤澤研二著（家の光協会）



コーンの米国での位置
たが、それでも05年に63.9%とトップの座を
維持している。３大穀物の合計輸出量に占め
る割合は53.6%もある。
③国内消費：米国はまた世界最大のコーン
消費国である。05年の国内消費はその生産量
の80%にも達した。最大の国内消費は飼料で
あり、同53.2%に当たる。その他の国内消費
（食品・種子・工業用）は26.8%を占める。強
調したいのは、その他の国内消費のうち、近
年、燃料エタノール生産用のコーン消費が急
増していることである。05年に同14.2%の
4000万㌧が消費され、01年から年間平均約
30%の伸びとなっている。2015年にエタノー
ル生産用のコーン消費は１億㌧にもなると米
国の有力コンサルティング会社PRXが予測
しており、燃料資源としての役割も注目され
るようになっている。 （阮蔚・Ruan Wei）

コーンの生産、輸出と国内消費について
米国はいずれも世界のトップを占めている。
これもあって、穀物においては米国は絶対
的優位を保っている。
①生産：米国農務省（USDA）によると、

04年に米国のコーンの生産量は史上最高の
約３億㌧に達した。これは世界総生産量の
42.3%、米国３大穀物（トウモロコシ、小麦、
大豆）総生産量の67.5%に当たる。約10年前
まで生産量はおおよそ２億㌧台であったこ
と、同時期に収穫面積は12.9%しか増えてい
ないことから単収の増加が大きな要因であ
る。
04年の㌶あたりのコーンの収量は10㌧と

世界平均の２倍、米国を除く世界平均の2.8
倍もある。こうした高い単収が達成できた
のは、広大で肥沃な中部地域は気候風土上、
最もコーンの生産に適し、また、近年GMO
を含めた高収量品種の導入が広がったため
である。中部地域にあるアイオワ、イリノ
イ、ネブラスカ、ミネソタ、インディアナ
というトップ５の州で、コーン総生産量の
65.2%を占めている。
②輸出：世界の輸出量に占める米国のシ

ェアは、80年代後半から90年代半ばまで91
～93年を除いておおよそ80%以上と完全に独
占的であった。その後シェアが低下してき

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
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